
広告

子育てだより
子育て応援
ガイドブック▶

子育て広場「レピ」ふれあい教室
問福祉課　℡ 場こども家庭センター（健康増進センター2階）

内　容 日　時 対　象 持ち物
骨盤ストレッチ 1月5日（月）10時30分～11時 就学前のお子さんと保護者

▶バスタオル
ベビーマッサージ 1月19日（月）10時30分～11時 0歳～1歳のお子さんと保護者

骨盤ストレッチ 2月2日（月）10時30分～11時 就学前のお子さんと保護者

ベビーマッサージ 2月16日（月）10時30分～11時 0歳～1歳のお子さんと保護者

※全教室、予約が必要です。

詳しくは
こちらから▶

相談・健診
場こども家庭センター（健康増進センター内）　問健康いきいき課　℡0493 59 6911

相談・健診名 日　時 対　象 持ち物

乳幼児相談 2月3日（火）
予約制 乳幼児（0歳～就学前のお子さん） ▶母子健康手帳

▶バスタオル
▶フェイスタオル1歳6か月児健診 2月17日（火） 令和6年6月～9月生まれのお子さん

3歳児健診 2月17日（火） 令和4年8月生まれのお子さん
▶母子健康手帳
▶バスタオル
▶お子さんの尿

町からのお知らせ

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
１

地
域
支
援
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
２

令
和
７
・
８
年
度
嵐
山
町
競
争

入
札
参
加
資
格
追
加
申
請
受
付

（
物
品
）
を
実
施
し
ま
す

申
請
対
象
業
務

物
品
納
入
・
リ
ー
ス
・
そ
の
他
業
務
委
託

※
こ
の
申
請
に
は
建
設
工
事
及
び
設
計
・
調

査
・
測
量
委
託
業
務
、
土
木
施
設
維
持
管
理

業
務
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

申
請
書
受
付
期
間

１
月
５
日（
月
）〜
３１
日（
土
）
※
当
日
消
印

有
効

申
請
方
法

▼
郵
送
申
請
の
み（
窓
口
持
参
不
可
）

▼「
書
留
」
等
、
配
達
が
確
認
で
き
る
方
法

▼
封
筒
の
表
に
「
令
和
７
・
８
年
度
資
格
審

査
追
加
申
請
書
在
中
」
と
赤
字
で
記
載

▼
送
付
先

総
務
課
財
政
契
約
担
当

資
格
有
効
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
令
和
９
年
３
月
３１

日
ま
で
の
１
年
間

他
詳
細
は
「
申
請
の
手
引
き
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
情
報
伝
達
訓
練

町
内
の
防
災
行
政
無
線
か
ら
、
大
き
い
音

量
で
訓
練
放
送
が
流
れ
ま
す
。
※
災
害
発
生

時
や
自
然
災
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
中

止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
２
月
６
日（
金
）
１１
時
頃

放
送
内
容

上
り
チ
ャ
イ
ム
＋
「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
×
３
回
＋

「
こ
ち
ら
は
ぼ
う
さ
い
ら
ん
ざ
ん
で
す
」
＋

下
り
チ
ャ
イ
ム

日日時 場場所 料料金 対対象者 申申込 内内容 定定員 問問合せ 他その他
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町
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
４

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
３

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
６

長
寿
生
き
が
い
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
８

環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
９

《
要
予
約
》マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

手
続
き
の
た
め
の
特
別
開
庁

日
１
月
１７
日（
土
）
９
時
〜
１２
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。
窓

口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
も
行
い
ま
す（
無

料
）。
平
日
の
業
務
時
間
内
の
ご
来
庁
が
難

し
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
お
電

話
で
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
※
通
常
の

窓
口
業
務（
住
民
票
等
証
明
書
の
発
行
や
住

民
異
動
の
手
続
き
）は
で
き
ま
せ
ん
。

償
却
資
産（
事
業
用
資
産
）

の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

町
内
に
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎

年
１
月
１
日
現
在
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産

の
内
容（
取
得
年
月
日
・
取
得
金
額
・
耐
用
年

数
等
）に
つ
い
て
申
告
が
必
要
で
す
。
詳
し

く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限

１
月
３０
日（
金
）

６５
歳
以
上
で
障
害
者
手
帳
な
ど
が
な

い
方
の
障
害
者
控
除
ま
た
は
特
別
障

害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま
す

６５
歳
以
上
で
寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ

り
、
令
和
７
年
１２
月
３１
日
現
在
、
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
て
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
基
準
に
該
当
す
る
方
、
ま
た
は
寝

た
き
り
な
ど
の
状
態
に
該
当
す
る
医
師
の
診

断
書
を
お
持
ち
の
方
に
、
控
除
対
象
者
認
定

書
を
発
行
し
ま
す
。
※
発
行
に
は
数
日
か
か

り
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

【
発
行
受
付
】
令
和
８
年
１
月
〜

嵐
山
町
障
害
福
祉
計
画
等
策
定
委

員
会
委
員
を
募
集
し
ま
す

職
務

第
８
期
嵐
山
町
障
害
福
祉
計
画
・
第

４
期
嵐
山
町
障
害
児
福
祉
計
画
の
策
定
に
関

し
、
令
和
９
年
３
月
ま
で
に
４
回
程
度
の
策

定
委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。

任
期

令
和
８
年
４
月
か
ら
令
和
９
年
３
月

応
募
資
格

嵐
山
町
に
１
年
以
上
住
民
登
録

の
あ
る
２０
歳
以
上
の
方
で
、
平
日
昼
間
の
会

議
に
出
席
可
能
で
次
の
項
目
に
該
当
す
る
方

①
町
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
水
道
料
等
の

滞
納
が
な
い
方

②
本
町
の
他
の
付
属
機
関

等
の
委
員
と
な
っ
て
い
な
い
方

委
員
報
酬

９
、０
０
０
円（
２
回
以
上
会
議

に
出
席
し
た
場
合
の
任
期
中
の
額
）

募
集
人
員
２
名（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

募
集
期
間
１
月
１５
日（
木
）〜
２
月
５
日（
木
）

応
募
方
法

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
福
祉
課
へ
持
参
又
は
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
、
２
月
５
日（
木
）

到
着
分
ま
で
有
効
と
し
ま
す
。（
応
募
用
紙

は
町
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
ま
た
は
福
祉
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
。）

介
護
の
お
仕
事
就
職
・
個
別
相
談
会

ｉｎ
東
松
山
会
場

嵐
山
町
・
東
松
山
市
・
滑
川
町
・
鳩
山
町
・
吉
見

町
・
川
島
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町
・
東
秩
父

村
合
同

日
１
月
１４
日（
水
）
１３
時
３０
分
〜
１５
時
３０
分

料
参
加
無
料

場
東
松
山
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

内
地
域
の
介
護
施
設
担
当
者
と
個
別
相
談
会

対
介
護
の
お
仕
事
に
興
味
を
お
持
ち
の
方
、

就
職
希
望
の
方
、
施
設
担
当
者
に
直
接
相
談

さ
れ
た
い
方

他
入
退
場
・
服
装
自
由
、
当
日
参
加
可
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
エ
コ
バ
ッ
グ
プ
レ
ゼ
ン
ト

申
埼
玉
県
介
護
人
材
確
保
総
合
推
進
事
業
事

務
局（
株
式
会
社
パ
ソ
ナ
ラ
イ
フ
ケ
ア
）

℡
０
１
２
０－

１
２
１－

７
６
７（
平
日
９
時

〜
１７
時
）ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド（
当
日
ま
で
）

環
境
課
窓
口
に
て
膨
張
し
た
モ
バ
イ
ル

バ
ッ
テ
リ
ー
の
回
収
を
開
始
し
ま
す

昨
今
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ
リ
ー
に
よ
る
膨
張

・
発
火
事
故
が
多
発
し
て
お
り
、
そ
の
背
景

に
は
不
適
切
な
使
用
や
廃
棄
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
町
で
は
膨
張
し
た
モ
バ
イ
ル
バ
ッ

テ
リ
ー
は
小
川
地
区
衛
生
組
合
へ
直
接
持
ち

込
む
よ
う
ご
案
内
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
衛

生
組
合
へ
の
搬
入
が
難
し
い
方
は
環
境
課
で

回
収
を
し
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

回
収
開
始
日

２
月
１
日
〜（
受
付
時
間

開
庁
日
の
８
時
３０
分
か
ら
１７
時
ま
で
）

回
収
場
所

環
境
課
窓
口

猫
の
飼
い
方

猫
を
屋
外
で
飼
う
こ
と
で
、
近
隣
の
住
民

の
生
活
環
境
の
悪
化
に
繋
が
る（
自
宅
庭
に

フ
ン
を
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
、
畑
の
作
物
を

荒
ら
さ
れ
て
損
害
を
被
っ
た
等
）と
い
っ
た

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ブ
ル
や

交
通
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
動
物
の
適
正

な
飼
い
方
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
詳

し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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